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平成2 2年 1月 1日 第1 4 5号

　

次
の
百
年
へ
の
始
動

　

受
け
継
が
れ
て
い
く
伝
統

　

平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
年
）
の
学
園
創

立
百
周
年
に
向
け
て
、
三
田
学
園
で
は
、
中
学

新
館
校
舎
、
新
食
堂
棟
（
桜
陵
館
）、
高
校
図

書
情
報
棟
の
整
備
を
実
施
し
ま
し
た
。
三
田
市

の
丘
陵
地
に
広
が
る
約
十
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル

の
校
地
を
「
歴
史
継
承
」「
シ
ン
ボ
ル
」「
知
的

進
化
」
の
三
つ
の
ゾ
ー
ン
に
分
け
て
、「
豊
か

な
自
然
の
中
で
人
、
伝
統
、
社
会
に
触
れ
る
活

力
あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
」の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

　
「
歴
史
継
承
ゾ
ー
ン
」
は
、
学
園
の
歴
史
を

感
じ
さ
せ
る
空
間
と
し
、
中
学
校
舎
を
増
築
し

ま
し
た
。
渡
り
廊
下
で
つ
な
が
る
本
館
は
学
園

創
立
以
来
の
木
造
校
舎
で
、
創
立
二
十
五
周
年

記
念
図
書
館
と
と
も
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
高
一
貫
教
育
（
高

校
か
ら
入
学
の
一
ク
ラ
ス
を
除
く
）
の
学
園
生

活
の
中
で
、
中
学
一
年
生
は
こ
の
本
館
で
学
び

ま
す
。
使
い
込
ま
れ
た
木
の
机
と
椅
子
、
角
が

丸
く
な
っ
た
階
段
の
縁―

最
初
は
驚
き
と
戸
惑

い
を
隠
せ
な
か
っ
た
生
徒
た
ち
も
、
先
人
た
ち

が
受
け
継
い
で
き
た
校
舎
で
学
ぶ
こ
と
に
感
謝

し
、
誇
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
い
ま
す
。

こ
う
し
て
学
園
の
D
N
A
が
刻
ま
れ
て
い
く
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

平
成
二
十
一
年
春
、
学
園
は
大
き
な
転
機

を
迎
え
ま
し
た
。
共
学
化
の
実
施
で
す
。
七

十
六
名
の
女
子
が
三
田
学
園
中
学
校
に
入
学

し
ま
し
た
。「
建
学
の
精
神
『
質
実
剛
健
・
親

愛
包
容
』
は
変
わ
ら
な
い
。
互
い
に
相
手
を

尊
重
し
、
学
ん
で
ほ
し
い
」（
西
門
義
博
理
事

長
）。
女
子
生
徒
た
ち
は
入
学
式
か
ら
一
週
間

も
し
な
い
う
ち
に
学
園
生
活
に
溶
け
込
み
ま

し
た
。
授
業
で
も
ク
ラ
ブ
活
動
で
も
、
活
発

な
姿
は
目
を
見
張
る
と
い
い
ま
す
。
三
年
後

の
百
周
年
に
は
、
三
田
学
園
高
等
学
校
の
一

員
で
す
。

　
「
シ
ン
ボ
ル
ゾ
ー
ン
」
に
は
、
学
園
を
印
象

付
け
る
施
設
と
し
て
、
電
化
厨
房
設
備
の
新
食

堂
、
多
目
的
ホ
ー
ル
、
管
理
室
、
同
窓
会
室
、

育
友
会
室
な
ど
を
配
し
た
新
食
堂
棟「
桜
陵
館
」

を
建
ち
上
げ
ま
し
た
。
生
徒
の
多
く
が
利

用
す
る
横
山
門
（
横
山
駅
前
の
校
門
）
を

入
る
と
、
石
畳
風
に
舗
装
さ
れ
た
通
路
が

続
き
ま
す
。
そ
の
先
に
生
徒
を
迎
え
る
よ

う
に
桜
陵
館
の
姿
が
見
え
ま
す
。
在
校
生

に
も
卒
業
生
に
も
待
望
の
学
園
の
シ
ン
ボ

ル
で
す
。

　

そ
し
て
、「
知
的
進
化
ゾ
ー
ン
」
に
は
、

学
園
の
新
し
い
歴
史
の
創
造
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
、
現
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
高
校
図
書

情
報
棟
を
整
備
し
ま
し
た
。

　

放
課
後
の
校
内
に
女
子
の
歓
声
も
聞

こ
え
ま
す
。
次
の
百
年
は
も
う
始
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
施
設
整
備
事
業
は
、
自
己
資
金
、
記
念

募
金
、
私
学
事
業
団
資
金
に
よ
り
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
事
業
団
資
金
は
固
定
金
利
、
元
金
均
等

返
済
で
、
二
十
年
の
長
期
計
画
が
立
て
ら
れ
る

こ
と
が
決
め
手
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
二
年

間
の
据
置
期
間
も
ポ
イ
ン
ト
で
し
た
。
こ
れ
が

あ
る
こ
と
で
、
工
事
費
の
支
払
い
が
続
く
中
で

の
一
時
的
な
財
政
面
の
厳
し
さ
を
凌
ぐ
こ
と
が

で
き
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

高
校
校
舎
の
北
側
で
は
三
田
の
市
街
地
、
ま

た
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
南
端
か
ら
は
、
六
甲
の
山
並

み
を
一
望
で
き
ま
す
。
い
つ
の
時
代
も
こ
れ
を

見
つ
め
る
瞳
が
あ
り
ま
し
た
。

　

過
去
と
今
は
確
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る―

感
慨
が
こ
み
上
げ
て
来
ま
し
た
。

事
業
団
資
金
で
明
日
を
拓
く

―
 

融
資
利
用
法
人
の
現
場
か
ら ―

学
校
法
人 

三
田
学
園

対
象
校
・
三
田
学
園
高
等
学
校
・
三
田
学

園
中
学
校
（
兵
庫
県
三
田
市
）

対
象
事
業
・
中
学
校
舎
増
築
（
三
階
建
）

新
食
堂
棟
新
築
（
二
階
建
）

高
校
図
書
情
報
棟
新
築
（
二

階
建
）

　

神
戸
電
鉄
三
田
線
横
山
駅
を
降
り
て
す

ぐ
、
目
の
前
に
校
門
が
見
え
ま
す
。
創
立

百
周
年
を
間
近
に
控
え
る
三
田
学
園
高
等

学
校
・
三
田
学
園
中
学
校
を
訪
ね
ま
し
た
。

歴史継承ゾーンはアカデミックな雰囲気です。
（左が中学本館、右が今回の増築棟）

桜陵館を通り抜け、それぞれの校舎へ向かいます。

長
期
計
画
が
立
て
や
す
い
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平成2 2年 1月 1日第1 4 5号

好
奇
心
に
応
え
る
環
境
づ
く
り

　

自
然
の
中
で
育
む
心
と
体

　

み
な
み
若
葉
幼
稚
園
は
、
中
沢
学
園
三
番
目

の
設
置
園
と
し
て
、
昭
和
五
十
四
年
に
開
園
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
三
十
年
、
園
舎
は
老
朽

化
し
、建
替
え
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

当
初
は
全
面
建
替
え
を
検
討
し
ま
し
た
が
、
取

り
壊
し
、
仮
設
園
舎
等
に
要
す
る
コ
ス
ト
、
近

隣
対
策
な
ど
の
諸
々
の
課
題
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
宅
地
化
が
進
む
な
ど
、
周
囲
の
環
境
に

も
変
化
が
出
て
お
り
、
教
育
方
針
の
「
自
然
の

中
で
の
保
育
」、「
健
全
な
身
体
づ
く
り
」
の
実

践
に
十
分
な
満
足
を
得
ら
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
、
か
ね
て
か
ら
視
野

に
入
れ
て
い
た
新
園
地
の
購
入
に
見
通
し
が
付

い
た
こ
と
か
ら
、
移
転
を
決
断
さ
れ
ま
し
た
。

市
の
計
画
道
路
の
延
伸
も
追
い
風
で
し
た
。

　

平
成
二
十
年
四
月
、
旧
園
地
か
ら
三
百
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
移
転
し
、
み
な
み
若
葉
幼
稚
園
は
新

た
な
歩
み
を
始
め
ま
し
た
。

　

敷
地
内
に
小
川
が
流
れ
、
面
積
は
約
三
倍
と

な
り
ま
し
た
。
周
囲
に
は
田
が
広
が
り
、
四
季

の
移
り
変
わ
り
が
よ
り
肌
で
感
じ
ら
れ
る
環
境

で
す
。

　

玄
関
を
入
る
と
、
開
放
感
あ
ふ
れ
る
吹
抜
け

の
ホ
ー
ル
が
園
児
を
迎
え
ま
す
。
園
児
た
ち
が

大
き
な
声
を
出
し
、
体
を
動
か
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
ス
ペ
ー
ス
も
広
々
と
取
ら
れ
て
い
ま

す
。
会
津
の
冬
は
長
く
、
十
二
月
か
ら
二
月
は

雪
に
覆
わ
れ
ま
す
。「
子
ど
も
た
ち
の
溜
め
込

ん
だ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
さ
せ
て
あ
げ
た
い
」

（
中
澤
剛
理
事
長
・
園
長
）
と
の
思
い
か
ら
で
す
。

と
は
い
え
、
園
児
た
ち
は
外
が
大
好
き
で
、
一

月
末
か
ら
二
月
中
旬
ま
で
の
厳
寒
期
以
外
は

ソ
リ
遊
び
や
ス
キ
ー
に
夢
中
と
い

い
ま
す
。

　

お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
き
は
降
園

時
間
と
重
な
り
、
ホ
ー
ル
全
体
が
園

児
た
ち
の
歓
声
で
満
ち
て
い
ま
し

た
。

　

園
庭
に
は
チ
ッ
プ
を
敷
き
詰
め
た

コ
ー
ス
や
盛
り
土
を
し
た
一
角
を
設

け
、
駆
け
回
る
う
ち
に
自
然
と
体
力

が
養
え
る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。

広
い
園
庭
に
元
気
な
園
児
た
ち
が
飛

び
回
る
の
で
、
教
職
員
が
連
携
し
て

見
守
っ
て
い
ま
す
。

　

年
中
・
年
少
組
の
園
児
た
ち
は
年

長
組
の
園
児
た
ち
の
走
り
回
る
姿
を

憧
れ
の
目
で
見
て
い
る
と
い
い
ま

す
。
目
標
で
あ
り
ヒ
ー
ロ
ー
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

頼
り
に
な
る
長
期
資
金

　

新
園
舎
の
建
築
資
金
の
一
部
は
、本
事
業
団
、

県
の
私
学
振
興
基
金
協
会
、
地
元
金
融
機
関
か

ら
調
達
さ
れ
ま
し
た
。
開
園
以
来
の
大
き
な
事

業
で
あ
り
、
借
入
金
を
有
効
に
利
用
し
た
い
と

の
意
向
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

長
期
・
低
利
の
事
業
団
資
金
に
つ
い
て
は
、

「
過
去
に
も
利
用
し
て
お
り
、
学
園
の
運
営
上

一
番
頼
り
に
な
る
」（
中
澤
理
事
長
）
と
の
感

想
で
す
。

　

降
園
時
間
を
過
ぎ
た
ホ
ー
ル
は
静
け
さ
に
包

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

白
一
色
に
覆
わ
れ
る
冬
、
し
か
し
、
こ
の
季

節
が
園
児
た
ち
の
「
こ
こ
ろ
」
と
「
か
ら
だ
」

を
強
く
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

若
葉
の
頃
に
、
ま
た
来
て
み
た
い
と
思
い
ま

し
た
。

学
校
法
人 

中
沢
学
園

対
象
校
・
み
な
み
若
葉
幼
稚
園
（
福
島

県
会
津
若
松
市
）

対
象
事
業
・
園
舎
新
築
（
二
階
建
）

　

J
R
只
見
線
・
会
津
鉄
道
西
若
松
駅
か
ら

徒
歩
一
五
分
、
会
津
の
山
並
み
を
間
近
に
見

る
、
み
な
み
若
葉
幼
稚
園
を
訪
ね
ま
し
た
。

園舎の裏手には磐梯山を望みます。

二階の回廊はホールの観覧席にもなります。

左手の築山部分がソリ遊びの舞台となります。
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平成2 2年 1月 1日 第1 4 5号

　

今
月
号
で
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
号
に

引
き
続
き
、
施
設
整
備
資
金
の
一
部
に
事
業

団
融
資
を
ご
利
用
さ
れ
た
施
設
を
ご
紹
介
し

ま
し
た
。

　

ど
の
学
校
法
人
か
ら
い
た
だ
い
た
お
話

か
ら
も
、
長
期
・
固
定
金
利
・
元
金
均
等

返
済
の
事
業
団
資
金
が
、
学
校
法
人
経
営

に
と
っ
て
安
定
と
安
心
が
も
た
ら
さ
れ
る

も
の
か
、
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。

　

施
設
整
備
に
事
業
団
資
金
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

老
朽
施
設
建
替
と

利
子
助
成
制
度
の
ご
案
内　

　

学
校
施
設
は
、
学
生
生
徒
た
ち
が
一
日
の
大

半
を
過
ご
す
活
動
の
場
で
す
。
安
全
性
確
保
の

た
め
の
施
設
耐
震
化
は
、
現
在
多
く
の
学
校
が

直
面
し
て
い
る
重
要
課
題
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

老
朽
施
設
の
建
替
事
業
と
な
る
と
、
複
数
年

に
ま
た
が
る
場
合
も
あ
り
、
優
先
度
、
再
配
置

計
画
な
ど
、
議
論
す
べ
き
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ

た
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
、
数
十
年
の
学
校
の

あ
り
方
を
見
据
え
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

資
金
計
画
に
お
い
て
も
、
自
己
資
金
で
の
実

施
、
外
部
資
金
を
組
み
込
ん
で
の
実
施
な
ど
、

い
く
つ
か
の
経
営
判
断
が
働
く
場
面
で
し
ょ
う

が
、資
源
の
有
効
配
分
と
い
っ
た
観
点
か
ら
は
、

長
期
・
固
定
金
利
の
事
業
団
資
金
を
利
用
し
、

施
設
の
再
整
備
を
図
る
こ
と
も
検
討
の
価
値
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
老
朽
施
設
の
建
て
替
え
に
は
、
国

に
よ
る
利
子
助
成
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

大
学
院
・
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学

校
並
び
に
高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・
中
学

校
・
小
学
校
・
特
別
支
援
学
校
が
行
う
老
朽
校

舎
（
築
三
十
年
以
上
）
及
び
危
険
建
物
と
認
定

さ
れ
た
旧
耐
震
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
以
前
の

建
物
）
の
学
校
施
設
の
建
替
整
備
事
業
（
取
壊

し
を
伴
う
も
の
）
に
つ
い
て
、
事
業
団
資
金
を

利
用
さ
れ
る
と
、
初
回
の
利
払
い
か
ら
十
年
間

に
わ
た
り
文
部
科
学
省
か
ら
私
立
学
校
施
設
高

度
化
推
進
事
業
費
補
助
金
（
利
子
助
成
）
の
交

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

実
際
、
校
舎
等
の
建
替
事
業
に
事
業
団
資
金

を
調
達
し
た
法
人
か
ら
は
、「
期
間
が
長
期
で
、

元
金
均
等
で
返
済
で
き
る
」「
長
期
・
固
定
・

低
利
で
、
返
済
計
画
が
立
て
や
す
い
」「
据
置

期
間
が
二
年
間
あ
り
、
法
人
全
体
の
資
金
繰
り

に
安
定
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
事
業

団
融
資
の
特
長
に
加
え
て
、「
国
か
ら
の
利
子

助
成
制
度
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
」
が
調
達
の
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

下
図
は
、
現
行
の
利
子
助
成
制
度
の
概
要
・

イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
老
朽
施
設

の
建
替
事
業
を
事
業
団
資
金
と
利
子
助
成
制
度

が
強
力
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

　

融
資
部　

融
資
課

　

☎
○
三
（
三
二
三
○
）
七
八
六
二
〜
六
七

　

E
メ
ー
ル　

yushi@
shigaku.go.jp

新校舎

◎築30年以上

又は
◎旧耐震基準で建築
された危険建物

取り壊して
新しく建てる

大学・短大・高専

法人負担金利 ＝ 事業団の融資金利 － 利子助成（10年間）

※事業団の融資金利が2.6％を超えますと利子助成（大学等は金利2.1％分、高校等は金利1.6％分）は固定されます。

※利子助成対象外施設　寄宿舎等、研修施設等、法人本部棟

大学の場合
利子助成
対象面積は
14000㎡

旧校舎

10,000㎡

20,000㎡

高校・中学校・小学校

（大学例）

金利1.4％相当分
金利2.1％相当分

金利0.9％相当分

金利1.6％相当分

（対象学校）

利子助成対象学校 大学～小学校（特別支援学校含む）

利子助成対象面積

利子助成対象施設

大学・短大・高専（取壊面積の）1.4倍
高校1.7倍、中学校2.4倍、小学校2.3倍

特別支援学校2.8倍

校舎、体育館、図書館、講堂、食堂等

（実施面積と対象面積のいずれか少ない面積）
利子助成対象面積 × 建築単価 × 融資率 80％ ＝ 利子助成対象融資額

（実施単価か基準単価のいずれか低い単価）

法人負担金利 融資金利 利子助成（※）

（高校例） 法人負担金利 融資金利 利子助成（※）

（大学例）10億円融資 20年2年据置
金利1.9％

金利総額

約２億800万円

利子助成額1億1500万円

法人実負担額
9300万円

※利子助成を受けるためには文部科学省への申請が必要です。
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私
学
事
業
団
で
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月

に
、
平
成
二
十
一
年
度
版
「
今
日
の
私
学
財
政

（
大
学
・
短
期
大
学
編
、
高
等
学
校
・
中
学
校
・

小
学
校
編
）」
を
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
し
ま
し
た
。

そ
の
集
計
結
果
を
元
に
、
今
回
は
消
費
収
支
計

算
書
か
ら
帰
属
収
支
差
額
に
つ
い
て
、
貸
借
対

照
表
か
ら
預
金
等
資
産
と
要
積
立
額
に
つ
い
て

取
り
上
げ
ま
し
た
。

1　

法
人
別
の
帰
属
収
支
差
額（
表
1
）

（
1
）
大
学
法
人

　

帰
属
収
支
差
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
借

入
金
の
元
金
返
済
や
施
設
・
設
備
に
か
か
る
支

出
に
充
て
る
と
と
も
に
、
そ
の
残
余
を
将
来
の

安
定
経
営
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
校
法
人

の
収
支
状
況
を
端
的
に
表
す
も
の
で
す
。

　

大
学
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は
、

十
九
年
度
の
五
・
八
％
か
ら
〇
・
八
％
へ
と
大

き
く
下
降
し
ま
し
た
。
少
子
化
に
よ
る
法
人
規

模
の
学
生
数
の
減
少
と
と
も
に
、
支
出
の
抑
制

が
収
入
の
減
少
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
状
況
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
帰
属
収
支
差
額
比
率

の
悪
化
は
さ
ら
に
進
行
し
、
歯
止
め
が
か
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満
の

法
人
割
合
は
五
三
一
法
人
中
二
三
五
法
人
、
四

四
・
三
％
と
十
九
年
度
の
三
四
・
五
％
か
ら
大

き
く
下
降
し
、
そ
の
う
ち
、
△
二
〇
％
未
満
の

法
人
は
、
六
九
法
人
と
な
り
、
こ
れ
に
該
当
す

る
法
人
が
大
学
法
人
の
一
割
を
超
え
た
こ
と
は

学
校
法
人
の
経
営
環
境
が
厳
し
い
状
況
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
帰
属
収
支
差
額
が
マ

イ
ナ
ス
の
状
態
が
続
い
て
く
る
と
過
去
に
蓄
積

し
た
自
己
資
本
を
取
り
崩
す
こ
と
と
な
り
ま

す
。

（
2
）
短
期
大
学
法
人

　

短
期
大
学
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率

は
十
九
年
度
の
一
・
四
％
か
ら
△
三
・
一
％
と

下
降
し
て
お
り
、
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
ま
し
た
。

大
学
法
人
以
上
に
厳
し
い
収
支
状
況
と
い
え
ま

す
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満
の

法
人
割
合
は
一
二
七
法
人
中
七
一
法
人
、五
五
・

九
％
と
半
数
を
超
え
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
△

二
〇
％
未
満
の
法
人
は
、
二
三
法
人
あ
り
、
昨

年
度
の
九
法
人
と
減
少
し
て
い
た
状
況
か
ら
大

き
く
増
加
し
ま
し
た
。

（
3
）
高
等
学
校
法
人

　

高
等
学
校
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比

平
成
二
十
年
度
決
算
集
計
か
ら
み
た

大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
学
校
の
財
務
状
況

表1　帰属収支差額比率及びマイナスの割合（法人別）

年度

大学法人 短期大学法人 高等学校法人

計
帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△
20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△
20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△
20%
未満

同
割合

法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％

元 340 18.5 9 2.6 0 0.0 262 26.9 18 6.9 5 1.9 616 22.0 37 6.0 4 0.6 
2 347 18.5 7 2.0 1 0.3 259 27.6 14 5.4 2 0.8 616 18.8 61 9.9 7 1.1 
3 352 18.7 17 4.8 2 0.6 259 29.4 10 3.9 2 0.8 616 18.1 69 11.2 11 1.8 
4 357 15.6 17 4.8 2 0.6 262 26.0 12 4.6 0 0.0 619 15.7 75 12.1 9 1.5 
5 363 15.4 24 6.6 2 0.6 259 24.1 11 4.2 0 0.0 621 14.4 78 12.6 6 1.0 
6 378 15.1 17 4.5 4 1.1 247 22.1 8 3.2 1 0.4 631 13.1 78 12.4 7 1.1 
7 385 15.7 20 5.2 4 1.0 242 18.5 16 6.6 2 0.8 644 14.0 97 15.1 8 1.2 
8 393 14.8 24 6.1 3 0.8 236 14.6 33 14.0 5 2.1 646 10.5 141 21.8 10 1.5 
9 399 13.6 28 7.0 4 1.0 234 19.3 38 16.2 6 2.6 640 6.4 174 27.2 18 2.8 
10 409 12.7 31 7.6 6 1.5 227 7.5 65 28.6 16 7.0 644 5.9 179 27.8 25 3.9 
11 418 12.0 37 8.9 7 1.7 219 7.4 72 32.9 21 9.6 641 6.8 186 29.0 25 3.9 
12 435 11.7 69 15.9 8 1.8 204 4.5 81 39.7 22 10.8 637 6.4 199 31.2 17 2.7 
13 456 9.9 109 23.9 25 5.5 189 3.2 85 45.0 25 13.2 626 4.1 228 36.4 37 5.9 
14 469 8.1 124 26.4 37 7.9 178 4.0 79 44.4 25 14.0 618 3.2 231 37.4 35 5.7 
15 482 8.3 121 25.1 32 6.6 164 2.8 57 34.8 18 11.0 618 3.2 245 39.6 33 5.3 
16 495 7.3 123 24.8 30 6.1 155 7.0 56 36.1 16 10.3 622 3.5 279 44.9 47 7.6 
17 504 7.8 138 27.4 25 5.0 147 4.8 51 34.7 16 10.9 626 3.8 313 50.0 61 9.7 
18 516 6.6 167 32.4 30 5.8 142 3.1 65 45.8 18 12.7 648 2.1 321 49.5 56 8.6 
19 527 5.8 182 34.5 39 7.4 136 1.4 64 47.1 9 6.6 641 1.0 312 48.7 58 9.0 
20 531 0.8 235 44.3 69 13.0 127 △3.1 71 55.9 23 18.1 647 △0.5 333 51.5 69 10.7 

（注）平成元年度～ 3年度は0%未満に0%を、△20%未満に△20%を含む。
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率
も
十
九
年
度
の
一
・
〇
％
か
ら
△
〇
・
五
％

へ
と
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
て
お
り
、
短
期
大
学
法

人
同
様
に
収
支
状
況
は
厳
し
く
な
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満
の

法
人
割
合
は
六
四
七
法
人
中
三
三
三
法
人
、
五

一
・
五
％
と
、
短
期
大
学
法
人
同
様
〇
％
未
満

の
法
人
は
半
数
を
超
え
る
と
い
う
状
況
で
す
。

そ
の
う
ち
六
九
法
人
は
△
二
〇
％
未
満
と
な
っ

て
い
ま
す
。

2　

部
門
別
の
帰
属
収
支
差
額（
表
2
）

（
1
）
大
学
部
門

　

大
学
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は
七
年
度

の
二
〇
・
七
％
を
ピ
ー
ク
に
下
降
を
続
け
、
二

十
年
度
で
は
五
・
一
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満
の

大
学
も
増
加
し
続
け
て
お
り
、
十
九
年
度
の
一

九
四
校
か
ら
二
十
年
度
に
は
二
二
九
校
と
な

り
、
三
九
・
七
％
と
大
学
部
門
全
体
の
四
割
近

く
ま
で
増
加
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
帰
属
収

支
差
額
比
率
が
△
二
〇
％
未
満
の
大
学
も
十
九

年
度
の
八
三
校
か
ら
九
三
校
へ
と
増
加
が
続
い

て
い
ま
す
。

（
2
）
短
期
大
学
部
門

　

短
期
大
学
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は
十

九
年
度
に
△
二
・
四
％
と
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
、

二
十
年
度
は
△
五
・
四
％
と
さ
ら
に
収
支
状
況

の
悪
化
は
続
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満
の

短
期
大
学
も
増
加
を
続
け
て
お
り
、
十
九
年
度

の
二
〇
三
校
が
二
十
年
度
に
は
二
二
七
校
と
な

り
、
短
期
大
学
部
門
全
体
の
六
割
を
超
え
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
△
二

〇
％
未
満
の
短
期
大
学
は
十
九
年
度
の
一
〇
三

校
か
ら
二
十
年
度
は
一
一
八
校
へ
と
増
加
し
て

い
ま
す
。
短
期
大
学
の
収
支
状
況
の
悪
化
は
止

ま
ら
ず
、
今
後
の
動
向
に
は
十
分
注
意
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

（
3
）
高
等
学
校
部
門

　

高
等
学
校
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は
主

に
生
徒
等
納
付
金
の
減
少
に
よ
り
帰
属
収
入
が

減
少
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
消
費
支
出
の
抑

制
が
収
入
の
減
少
に
追
い
付
か
な
い
た
め
十
九

年
度
の
△
〇
・
八
％
か
ら
二
十
年
度
は
△
一
・

七
％
へ
と
さ
ら
に
下
降
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満
の

高
等
学
校
は
、
十
九
年
度
の
七
〇
一
校
か
ら
二

十
年
度
は
六
九
三
校
と
僅
か
に
減
少
し
ま
し
た

が
、
高
等
学
校
全
体
に
占
め
る
割
合
は
五
四
・

五
％
と
半
数
を
超
え
る
厳
し
い
状
況
は
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
、
帰
属
収
支
差
額
比

率
が
△
二
〇
％
未
満
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
も

十
九
年
度
の
一
八
五
校
か
ら
一
七
六
校
へ
と
減

少
し
ま
し
た
。

3　

預
金
等
資
産
と
要
積
立
額（
表
3
）

　

貸
借
対
照
表
よ
り
、
学
校
法
人
が
積
み
立
て

を
必
要
と
す
る
退
職
給
与
引
当
金
や
減
価
償
却

累
計
額
等
の
額
と
そ
れ
に
対
応
し
た
各
種
引
当

特
定
資
産
や
現
金
預
金
、
有
価
証
券
等
の
預
金

等
資
産
の
保
有
状
況
を
み
た
も
の
で
す
。

表2　帰属収支差額比率及びマイナスの割合（部門別）

年度

大学 短期大学 高等学校

計
帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△
20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△
20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△
20%
未満

同
割合

校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％

元 358 20.3 50 14.0 21 5.9 484 27.3 72 14.9 38 7.9 1,230 21.9 113 9.2 18 1.5 
2 366 21.8 46 12.6 18 4.9 490 27.2 63 12.9 24 4.9 1,240 19.7 148 11.9 20 1.6 
3 372 21.8 48 12.9 15 4.0 489 30.6 51 10.4 19 3.9 1,244 20.4 165 13.3 24 1.9 
4 378 19.5 52 13.8 21 5.6 495 28.4 52 10.5 18 3.6 1,255 17.0 182 14.5 24 1.9 
5 384 19.6 54 14.1 21 5.5 497 26.9 59 11.9 20 4.0 1,260 15.1 194 15.4 22 1.7 
6 400 19.4 62 15.5 27 6.8 497 25.3 64 12.9 21 4.2 1,267 13.8 193 15.2 25 2.0 
7 409 20.7 55 13.4 22 5.4 497 22.7 79 15.9 31 6.2 1,283 13.7 224 17.5 23 1.8 
8 419 20.0 63 15.0 22 5.3 498 19.2 111 22.3 34 6.8 1,286 11.4 280 21.8 38 3.0 
9 425 19.4 48 11.3 22 5.2 499 16.0 136 27.3 51 10.2 1,279 9.0 336 26.3 52 4.1 
10 438 18.9 63 14.4 26 5.9 495 11.7 170 34.3 74 14.9 1,283 7.1 377 29.4 60 4.7 
11 450 17.5 63 14.0 27 6.0 492 9.2 195 39.6 94 19.1 1,286 7.3 390 30.3 63 4.9 
12 470 18.2 89 18.9 33 7.0 487 3.1 245 50.3 122 25.1 1,287 6.8 424 32.9 71 5.5 
13 492 16.3 113 23.0 49 10.0 468 0.4 249 53.2 137 29.3 1,273 4.1 480 37.7 98 7.7 
14 507 13.7 133 26.2 56 11.0 460 0.9 244 53.0 128 27.8 1,268 3.3 513 40.5 105 8.3 
15 521 13.3 151 29.0 61 11.7 447 2.3 205 45.9 112 25.1 1,267 2.5 530 41.8 118 9.3 
16 537 11.4 152 28.3 63 11.7 435 6.8 193 44.4 106 24.4 1,269 1.5 594 46.8 149 11.7 
17 547 10.9 165 30.2 62 11.3 419 2.5 190 45.3 100 23.9 1,270 0.7 649 51.1 193 15.2 
18 561 9.8 179 31.9 80 14.3 404 0.0 212 52.5 104 25.7 1,290 0.3 670 51.9 169 13.1 
19 572 8.0 194 33.9 83 14.5 380 △2.4 203 53.4 103 27.1 1,273 △0.8 701 55.1 185 14.5 
20 577 5.1 229 39.7 93 16.1 376 △5.4 227 60.4 118 31.4 1,272 △1.7 693 54.5 176 13.8 

（注）平成元年度～ 3年度は0%未満に0%を、△20%未満に△20%を含む。
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通
常
の
財
務
状
態
で
あ
れ
ば
積
み
立
て
を
必

要
と
す
る
額
を
超
え
る
預
金
等
資
産
を
保
有

し
、
建
物
等
の
建
て
替
え
更
新
に
備
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
帰
属
収
支
差
額
の
マ
イ

ナ
ス
が
続
く
場
合
な
ど
は
、
各
年
度
の
減
価
償

却
費
相
当
額
を
蓄
積
で
き
ず
、
消
費
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
と
な
り
ま
す
。

　

大
学
法
人
で
は
、
預
金
等
資
産
は
増
加
を

続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
法
人
数
の
増
加

に
よ
る
も
の
で
、
一
法
人
当
た
り
で
み
る
と
、

十
二
年
度
の
一
七
一
億
円
を
ピ
ー
ク
に
、
二

十
年
度
は
一
六
三
億
円
へ
と
減
少
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
要
積
立
額
は
、
一
法
人
当

た
り
で
も
増
加
し
て
い
る
た
め
、
十
四
年
度

に
預
金
等
資
産
が
不
足
に
転
じ
、
以
後
不
足

額
は
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

短
期
大
学
法
人
で
は
、
法
人
数
の
減
少
に
伴

い
、
預
金
等
資
産
、
要
積
立
額
と
も
に
減
少
し

て
い
ま
す
。
元
年
度
時
点
の
預
金
等
資
産
は
要

積
立
額
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
入

学
志
願
動
向
」
に
み
ら
れ
る
入
学
者
の
減
少
か

ら
、
経
営
環
境
が
厳
し
く
な
り
、
十
八
年
度
に

は
預
金
等
資
産
が
不
足
に
転
じ
ま
し
た
。

　

高
等
学
校
法
人
で
は
、
法
人
数
の
増
減
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
預
金
等
資
産
は
十
年
度
を
ピ
ー

ク
に
減
少
に
転
じ
ま
し
た
が
、
要
積
立
額
は
二

十
年
度
ま
で
増
加
し
続
け
て
い
ま
す
。
十
三
年

度
に
預
金
等
資
産
が
不
足
に
な
っ
て
い
ま
す
。

4　

ま
と
め

　

帰
属
収
支
差
額
は
法
人
の
収
支
状
況
を
端
的

に
表
し
ま
す
。
マ
イ
ナ
ス
に
な
れ
ば
、
自
己
資

本
を
取
り
崩
す
こ
と
と
な
り
、
老
朽
化
し
た
施

設
・
設
備
等
の
建
て
替
え
な
ど
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
減
価
償
却
の
状
況
を
み
る
と
、
施
設

設
備
等
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え

ま
す
。

　

収
支
の
マ
イ
ナ
ス
分
を
過
去
の
蓄
積
を
取
り

崩
し
て
補
う
状
況
が
続
け
ば
、
施
設
・
設
備
等

の
老
朽
化
の
ほ
か
、
教
育
活
動
に
も
支
障
が
生

じ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
過
去
に
蓄
積
し
た
預
金
等
の
資
産

は
、
こ
の
厳
し
い
競
争
環
境
を
生
き
残
る
た

め
の
大
切
な
資
源
で
す
。
資
源
を
有
効
に
活

用
す
る
た
め
に
経
費
削
減
に
努
め
、
教
育
内

容
の
充
実
・
特
色
化
を
図
る
こ
と
で
学
校
経

営
を
行
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
理
事
長
や
学
長
・
校
長
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
下
で
、
教
職
員
全
体
で
情
報
を
共
有

し
、
組
織
の
見
直
し
を
含
め
た
取
り
組
み
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
学
校
法
人
基
礎
調

査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
各
学
校
法
人
の
皆

様
に
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
決
算
集
計
も
、
学

校
法
人
の
発
展
に
向
け
た
取
り
組
み
へ
の
参

考
に
し
て
い
た
だ
き
、
お
役
立
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

　

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

　

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

　

☎
○
三
（
三
二
三
○
）
七
八
四
四
・
七
八
四
五

　

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

表3　預金等資産と要積立額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：法人、億円）
年度 元 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

大
学
法
人

法人数 340 363 409 418 435 456 469 482 495 504 516 527 531

預金等資産（A） 39,461 51,010 67,496 69,870 74,282 76,863 78,696 79,894 82,248 84,191 86,277 87,754 86,620

要積立額（B） 31,601 43,569 62,274 66,029 70,318 74,490 78,937 83,427 88,287 92,865 97,053 101,409 105,128

　退職給与引当金 5,929 7,929 9,791 10,053 10,396 10,712 10,965 11,180 11,241 11,201 11,146 11,167 11,203

　第2号基本金 6,106 6,514 7,454 7,519 7,653 7,690 8,052 8,364 8,974 9,635 9,600 9,878 9,458

　第3号基本金 3,399 4,375 6,328 6,746 7,060 7,288 7,515 7,835 8,168 8,636 9,466 10,106 10,592

　減価償却累計額 16,167 24,751 38,701 41,711 45,209 48,800 52,405 56,048 59,904 63,393 66,841 70,258 73,875

不足額（B）－（A） △7,860 △7,441 △5,222 △3,841 △3,964 △2,373 241 3,533 6,039 8,674 10,776 13,655 18,508

短
期
大
学
法
人

法人数 262 259 227 219 204 189 178 164 155 147 142 136 127

預金等資産（A） 7,593 9,105 8,276 7,553 6,629 5,938 5,468 4,635 4,516 4,361 3,989 3,622 3,312

要積立額（B） 3,689 4,963 5,590 5,553 5,273 5,015 4,809 4,393 4,221 4,161 4,168 4,111 3,838

　退職給与引当金 528 646 603 570 533 492 450 392 370 325 310 284 259

　第2号基本金 940 1,106 1,049 881 742 649 500 372 348 329 369 324 289

　第3号基本金 64 190 122 130 133 121 114 107 121 133 145 136 134

　減価償却累計額 2,157 3,021 3,816 3,972 3,865 3,753 3,745 3,522 3,382 3,374 3,344 3,367 3,156

不足額（B）－（A） △3,904 △4,142 △2,686 △2,000 △1,356 △923 △659 △242 △295 △200 179 489 526

高
等
学
校
法
人

法人数 616 621 644 641 637 626 618 618 622 626 648 641 647

預金等資産（A） 7,188 8,790 9,844 9,761 9,818 9,562 9,330 9,423 9,367 9,570 9,877 9,699 9,480

要積立額 （B） 4,415 6,137 8,643 9,061 9,376 10,104 9,970 10,324 10,676 10,966 11,772 12,114 12,602

　退職給与引当金 461 518 527 529 515 519 500 491 492 494 514 524 515

　第2号基本金 1,048 1,223 1,279 1,232 1,177 1,195 1,062 1,008 962 913 929 886 866

　第3号基本金 131 214 404 415 426 416 427 437 452 344 345 332 319

　減価償却累計額 2,775 4,182 6,433 6,885 7,258 7,974 7,981 8,388 8,770 9,215 9,984 10,372 10,902

不足額（B）－（A） △2,773 △2,653 △1,201 △700 △442 542 640 901 1,309 1,396 1,895 2,415 3,122

（注）預金等資産とは、固定資産では有価証券＋引当特定資産、流動資産では有価証券＋現金預金である。
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■
平
成
二
十
一
年
度
特
定
健
康
診
査

の
健
診
結
果
デ
ー
タ
提
出
期
限

　

学
校
法
人
等
が
提
供
す
る
特
定
健
康
診
査

の
健
診
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
期
限
は
、
一
月

三
十
一
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

健
診
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
期
限
は
、
保
健

指
導
に
要
す
る
期
間
を
考
慮
し
、
原
則
と
し

て
九
月
三
十
日
と
し
て
い
ま
す
が
、
定
期
健

康
診
断
の
実
施
が
十
月
以
降
と
な
る
学
校
法

人
等
に
お
い
て
は
、
提
出
期
限
を
一
月
三
十

一
日
と
し
て
い
ま
す
。健
診
結
果
デ
ー
タ
は
、

定
期
健
康
診
断
終
了
後
、
実
施
要
領
に
従
い

速
や
か
に
提
供
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
学
校
法
人
等
の
都
合
に
よ
り
、
今

年
度
の
定
期
健
康
診
断
を
二
月
以
降
に
実
施

す
る
場
合
は
、
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
供
さ
れ
た
定
期
健
康
診
断
の
結
果
デ
ー

タ
は
、
整
備
さ
れ
た
も
の
か
ら
順
次
階
層
化

し
、
結
果
通
知
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
階
層
化
に
よ
り
特
定
保
健
指
導
が

必
要
と
判
定
さ
れ
た
人
に
は
「
特
定
保
健
指

導
利
用
券
」
を
発
行
し
ま
す
。
指
定
保
健
指

導
機
関
に
て
特
定
保
健
指
導
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　

た
だ
し
、
五
月
三
十
一
日
を
過
ぎ
て
健
診

結
果
デ
ー
タ
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
今

年
度
の
結
果
通
知
（
情
報
提
供
冊
子
含
む
）

や
「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」
を
送
付
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

＊
特
定
保
健
指
導
利
用
券
を
使
用
し
た
場

合
、
費
用
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

　

事
業
主
（
学
校
法
人
等
）
か
ら
の
特
定
健

康
診
査
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提
供
に
つ

い
て
は
、｢
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律｣

第
二
十
七
条
及
び
厚
生
労
働
省
令

第
十
四
条
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

■
特
定
保
健
指
導
利
用
券
の
有
効
期
限

　

今
年
度
実
施
さ
れ
た
特
定
健
康
診
査
に
対

す
る
「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」
の
有
効
期

限
は
、
下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

　

特
定
保
健
指
導
の
初
回
面
接
や
継
続
支
援

が
次
年
度
に
わ
た
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

有
効
期
限
ま
で
に
初
回
面
接
を
受
け
な
い
と

「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」
は
無
効
と
な
り

ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
初
回
面
接
後
の
継
続
支
援
に
つ

い
て
は
有
効
期
限
を
経
過
し
た
後
も
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
受
診
勧
奨
・
利
用
機
会
の
確
保
等

に
対
す
る
協
力
の
お
願
い

　

受
診
率
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
学
校
法

人
等
の
協
力
が
不
可
欠
で
す
。
加
入
者
の
健

康
の
た
め
に
も
、
有
効
期
限
内
に
特
定
保
健

指
導
を
受
け
る
よ
う
対
象
と
な
っ
た
人
へ
の

勧
奨
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
保
健
指
導
に
お
け
る
利
用
機

会
の
確
保
（
就
業
時
間
中
の
受
診
等
）
や
健

康
意
識
を
高
め
る
た
め
の
取
り
組
み
（
養
護

教
諭
・
校
医
・
産
業
医
等
に
よ
る
情
報
提
供

等
）
に
も
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査
の
デ
ー
タ
の
提
出
期
限
と

特
定
保
健
指
導
利
用
券
の
有
効
期
限

健診結果データ提出時期 利用券の有効期限
（初回面接）

21年9月30日までに提出
22年3月31日

22年1月31日までに提出

22年5月31日までに提出 22年7月31日

※ ただし、提出された健診結果データに不備がない場合の有効期限になります。

【表】　特定保健指導利用券の有効期限（目安）

有効期限  平成22年3月31日の場合
特定保健指導期間

○
1月31日

結果データ受付
（21年度分）

初回面接 ６か月後の評価

有効期限 平成22年7月31日の場合

平成23年1月15日以降

※当該年度の実施結果については毎年11月に国に報告していますので、有効期限が平成22年7月31日
　となった特定保健指導は翌年度（平成22年度）分として報告します。

3月31日 7月１5日 7月31日

3月１日 3月31日 9月1日以降 

特定保健指導期間

△ ● △

○ △ ● △

有効期限日

結果データ受付
（21年度分）

初回面接 有効期限日 ６か月後の評価

【図】　21年度 特定保健指導と利用券の有効期限との関係（参考例）

出力用.indb   8出力用.indb   8 2009/12/17   13:49:042009/12/17   13:49:04



9

平成2 2年 1月 1日第1 4 5号

共
済
業
務

　　

積
立
貯
金
の
解
約

　

三
月
二
十
三
日
の
送
金
を
希
望
す
る
と
き

は
、
二
月
二
十
五
日（
必
着
）ま
で
に
、
学

校
法
人
等
を
経
て「
積
立
貯
金
解
約
請
求
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

資
格
喪
失
後
は
預
り
金
と
な
り
、
利
息
は

つ
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
解
約
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
預
り
金
の
払
い
戻
し
請
求

の
消
滅
時
効
は
十
年
で
す
。

　　

積
立
共
済
年
金
の
脱
退

　

退
職
す
る
月
の
前
月
二
十
五
日
（
必
着
）

ま
で
に
、
学
校
法
人
等
を
経
て
「
積
立
共
済

年
金
脱
退
申
出
書
」
と
「
積
立
共
済
年
金
給

付
金
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

資
格
喪
失
後
も
脱
退
申
出
書
等
の
提
出
が

な
い
場
合
は
、
後
日
、
本
人
あ
て
に
未
提
出

で
あ
る
旨
を
通
知
し
ま
す
。

※ 

任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場
合
は
、
継
続

し
て
加
入
で
き
ま
す
。

▼
給
付
コ
ー
ス
の
選
択

　

年
齢
や
加
入
期
間
な
ど
の
条
件
（
受
給
資

格
）
を
満
た
し
た
人
が
退
職
し
た
と
き
に

は
、
年
金
・
一
時
金
・
終
身
保
険
・
医
療
保

険
の
各
コ
ー
ス
か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
金
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い

な
い
場
合
は
、
脱
退
一
時
金
と
な
り
ま
す
。

【
五
月
か
ら
年
金
で
受
け
取
り
を
す
る
と
き
】

○ 
二
月
二
十
五
日
ま
で
に
脱
退
申
出
書
と
給

付
金
請
求
書
を
提
出

　

 （
退
職
〈
脱
退
〉
時
一
時
払
い
を
す
る
場
合

は
一
月
二
十
五
日
ま
で
が
申
し
出
の
締
め

切
り
で
す
。）

　
　

↑
○ 

三
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
選
択
し

た
コ
ー
ス
の
給
付
を
五
月
か
ら
開
始

【
一
時
金
で
受
け
取
り
を
す
る
と
き
】

○ 

二
月
二
十
五
日
ま
で
に
脱
退
申
出
書
と
給

付
金
請
求
書
を
提
出

　
　

↑

○ 

三
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
三
月
下

旬
に
積
立
金
残
高
を
脱
退
一
時
金
と
し
て

加
入
者
の
口
座
へ
送
金

　　

な
お
、
年
金
コ
ー
ス
を
選
択
す
る
場
合
、

十
年
を
限
度
と
し
て
年
単
位
で
受
給
権
の
取

得
を
繰
り
延
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※ 

給
付
金
請
求
の
際
、
年
金
を
選
択
し
た
と

き
又
は
脱
退
一
時
金
の
給
付
額
が
三
百
万

円
を
超
え
る
と
き
は
印
鑑
証
明
書
が
必
要

で
す
。

　
　

共
済
定
期
保
険
の
脱
退

　

三
月
二
十
三
日
に
保
険
料
を
口
座
振
替
し

た
人
が
三
月
末
に
退
職
し
た
場
合
で
、
四
月

か
ら
九
月
ま
で（
保
険
料
納
付
済
期
間
）の

保
障
を
希
望
し
な
い
と
き
は
、
三
月
末
ま
で

に
「
退
職
脱
退
申
出
書
」
を
学
校
法
人
等
を

経
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
済
み
の
保

険
料
は
六
月
中
に
加
入
者
の
口
座
へ
返
金
し

ま
す
。

　

な
お
、
脱
退
の
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た

と
き
は
、
資
格
喪
失
後
も
九
月
ま
で
の
期
間

に
限
り
保
障
の
対
象
と
し
、
保
険
料
は
返
金

し
ま
せ
ん
。

※ 

任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場
合
は
、
継
続

し
て
加
入
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、二
年
以
上
加
入
さ
れ
て
い
る
人
は
、

引
き
続
き
「
退
職
後
保
障
プ
ラ
ン
」
に
加
入

で
き
ま
す
の
で
、
共
済
定
期
保
険
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　


〇
一
二
〇
（
七
一
六
）
二
六
七

●
給
付
請
求
の
時
効

　

積
立
共
済
年
金
・
共
済
定
期
保
険
の
給
付

請
求
の
時
効
は
三
年
で
す
。

　

 


教
職
員
生
涯
福
祉
財
団　

の
ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン

　　

退
職
す
る
と
き
の
詳
し
い
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
専
用
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　


〇
一
二
〇
（
八
四
四
）
〇
二
二

退
職
時
の
手
続
き
（
資
格
・
短
期
給
付
・
年

金
・
貸
付
）
や
資
格
関
係
書
類
の
事
前
受
付

に
つ
い
て
は
、二
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

退
職
時
の
手
続
き
①　

―
 

保
健
事
業 ―

共
済
業
務

日
本
年
金
機
構
が設

立
さ
れ
ま
し
た

　

社
会
保
険
庁
は
廃
止
さ
れ
、
平
成
二
十

二
年
一
月
に
新
た
に
日
本
年
金
機
構
が
設

立
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
年
金
機
構
は
、
政
府
が
管
掌
す
る

公
的
年
金
（
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
）

事
業
の
運
営
業
務
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
伴
い
、
全
国
に
あ
る
社
会
保
険

事
務
所
の
名
称
は
年
金
事
務
所
と
変
更
さ

れ
ま
し
た
。

　

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
請
求
、
ま
た
当

該
年
金
制
度
に
加
入
経
歴
の
あ
る
人
が
私
学

共
済
の
年
金
を
請
求
す
る
際
に
必
要
と
な
る

「
年
金
加
入
期
間
確
認
通
知
書
」
等
の
手
続

き
は
年
金
事
務
所
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
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平成2 2年 1月 1日 第1 4 5号

共
済
業
務夫婦どちらの収入が

多いですか？

学校法人等から扶養
手当が支給されてい
ますか？

配偶者は被扶養者
に認定されていま
すか？

　被扶養者認定申請書にある「扶養手当の有無」「扶養手当の月額」
欄は必ず記入してください。
　子の認定は、学校法人等からの扶養手当の有無や、配偶者が被
扶養者になっているかどうかによって添付書類が異なります。

※ 配偶者が育児休業等により休業している場合、配偶者の年間収
入は休業前の金額で比較します。

※ 夫婦双方の年間収入が同程度である場合、被扶養者の地位の安
定を図るため、届け出により主として生計を維持する人の被扶
養者としています。

　 　「同程度」の範囲については、「夫婦双方の年間収入の差額が
年間収入の多い方の額の1割以内である場合」とされています。

事例1 子供が生まれたので被扶養者として認定申請したい

【添付書類】
配偶者が被扶養者として
認定されている場合

学校法人等から扶養手当が
支給される場合

学校法人等から扶養手当が
支給されない場合

1　続柄及び生年月日を確認する書類
　（①②のいずれか）

①子の戸籍抄本（又は謄本）
②子の住民票（加入者が世帯主であって加入者との続柄が明記されたものに限る）

2　 加入者及び被扶養者の年間収入を
確認できる書類

　（①②のいずれか）

①前年の源泉徴収票の写し
②勤務先の年収見込証明書
（ただし、前年の勤務期間
が1年に満たないときは、年
収見込証明書に限る）

　子について、配偶者の健康保険等の被扶養者として認定されているが、加入者の年収
が配偶者よりも多くなる見込みである（又は多いことが判明した）ため、扶養替えをする
場合の添付書類は次のとおりです。

事例2 子供を配偶者の扶養から加入者の扶養に変更したい

【添付書類】

学校法人等から扶養手当が支給される場合
学校法人等から扶養手当が

支給されない場合
1　続柄及び生年月日を確認する書類
　（①②のいずれか）

①子の戸籍抄本（又は謄本）
②子の住民票（加入者が世帯主であって加入者との続柄が明記されたものに限る）

2　 加入者及び被扶養者の年間収入を
確認できる書類

　（①②のいずれか）

①勤務先の年収見込証明書
②前年の源泉徴収票の写し

3　

子
の
収
入
に
関
す
る
書
類

子が18歳未満の場合 原則として添付書類は必要ありません。
ただし、子に収入がある場合は、の書類が必要です。

子が18歳以上で学生の場合
　（①②のいずれか）

①在学証明書
②有効期限の記載のある学生証の写し
（ただし、夜間部・通信教育課程・大学院に在籍している場合はに限る）

子が18歳以上で学生でない場合
　（①②のいずれかで最新のもの）

①非課税証明書
②所得証明書

事由発生日を確認する書類 ①配偶者の健康保険制度の被扶養者を取り消しとなったことが確認できる書類
　※事由発生日は被扶養者取消日となります。
②国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証の写し
　※事由発生日は申請のあった日（発信日）となります。
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平成2 2年 1月 1日第1 4 5号

共
済
業
務

　私学共済制度では、主として加入者の収入で生計を維持している配偶者や子などの家族についても、病気やケガをした
ときに保険診療等の給付を受けることができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。
　被扶養者の認定申請は難しく、必要な添付書類が分からないという声を聞きます。そこで、今月号から 3回にわたり、
被扶養者の認定申請に必要な書類について、具体的な事例を挙げて説明いたします。

　加入者と別世帯でも認められる人
　 　配偶者（届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます）、
子、父母、孫、祖父母、弟妹

　加入者と同一の世帯に属さなければ認められない人
　 　上記以外の三親等内の親族、加入者の配偶者で届け出はしていないが事実上婚
姻関係と同様の事情にあるものの父母・子、当該配偶者の死亡後における父母・子

1 被扶養者になれる人とは

　恒常的な収入が年間130万円未満の所得である人をいいます。
　また、障害を事由とする公的年金等を受けているとき又は60歳以上で公的年金等を
受けているときは、恒常的な収入が年間180万円未満の所得である人をいいます。

2 主として加入者の収入によって生計を維持する人とは

　次ののような継続して得られるもの（又はその予定のもの）をいい、所得金額の
算定は課税上の所得金額の計算とは異なります。
　総収入金額で取り扱うもの
　　恩給・公的年金・個人年金・給与・傷病手当金・失業給付金など
　経費の実額を控除した後の所得金額で取り扱うもの
　　事業収入・不動産収入など
※ 2つ以上の種類の所得がある場合は、それぞれ合算した金額を恒常的な収入とします。

3 恒常的な収入とは

　恒常的な収入が、認定要件より少ないことが確認できた日をいいます。確認できた
日以降は被扶養者として認定されます。
　【被扶養者の要件を備えた日の例】
　 　加入者の私学共済制度への加入日、婚姻日、退職日の翌日、収入減となった日、出
生日など

4 被扶養者の要件を備えた日とは

　被扶養者の認定申請は、被扶養者としての要件を備えた日から30日以内に提出す
ることにより、要件を備えた日にさかのぼって認定します。
　ただし、要件を備えた日から30日を過ぎて申請があったときは、申請のあった日（発
信日）からの認定となり、要件を備えた日にさかのぼって認定はされません。
　保険診療等の給付を受けるうえで、いつから認定されるかは重要なことですので、
注意してください。

5 被扶養者の要件を備えた日から 30日以内に申請

　被扶養者の要件を備えていることを確認するため、被扶養者認定申請書には戸籍等
の書類を添付してください。

6 認定には要件を確認する書類が必要

申請する家族の収入は、
総収入で取り扱われる
ものですか？
あるいは、経費を控除
した後の所得で取り扱
われるものですか？

被扶養者認定申請被扶養者認定申請　　― ポイントと事例 ①― ポイントと事例 ①

※ 「被扶養者認定申請書」は複写式のため、私学共済事業ホームページからダウンロードできません。
　用紙は共済事業本部又は各ガーデンパレス（東京・京都を除く）共済業務課へ請求してください。

被扶養者の認定申請を
する家族は、別居でも
被扶養者になれる人で
すか？
同居が要件となる人で
すか？

申請は、要件を備えた日
から30日以内に！
30日を過ぎると、さかの
ぼっての認定ができなく
なります。
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済
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務

地　区 会場及び所在地 開催日

東京 東京ガーデンパレス　2階「高千穂」
文京区湯島1－7－5

2/16（火）
2/17（水）
2/18（木）

横浜 神奈川県民ホール　大会議室
横浜市中区山下町3－1

2/16（火）
2/17（水）

厚木 厚木商工会議所　大会議室
厚木市栄町1－16－15 2/25（木）

新潟 新潟会館　3階「ぼたん」
新潟市幸西3－3－1 2/17（水）

長岡 アトリウム長岡　2階「白鳳」
長岡市弓町1－5－1 2/18（木）

富山 富山県民会館　701号室
富山市新総曲輪4－18 2/25（木）

金沢 石川県庁　11階1102会議室
金沢市鞍月1丁目1番地 2/24（水）

福井 福井県国際交流会館　第3会議室
福井市宝永3丁目1－1 2/23（火）

甲府 恩賜林記念館　大会議室
甲府市丸の内1－5－4 2/19（金）

長野 長野県職員センター
長野市中御所岡田131－6 2/17（水）

松本 長野県松本勤労者福祉センター　第4会議室
松本市中央4－7－26 2/18（木）

岐阜 県民ふれあい会館　中会議室
岐阜市藪田南5－14－53 2/23（火）

静岡 静岡県私学会館　5階大会議室
静岡市葵区大手町9－26 2/18（木）

浜松 浜松市勤労会館　23会議室
浜松市中区城北1－8－1 2/17（水）

沼津 沼津市立図書館　第3講座室
沼津市三枚橋9－1 2/19（金）

名古屋 名古屋ガーデンパレス　3階「明倫」
名古屋市中区錦3－11－13 2/25（木）

津 男女共同参画センター「フレンテみえ」　セミナー室A
津市一身田上津部田1234 2/24（水）

大津 ピアザ淡海県民交流センター　2階203号室
大津市におの浜1－1－20 3/3（水）

京都 京都ガーデンパレス　「葵」
京都市上京区烏丸通り下長者町上ル龍前町605 3/2（火）

大阪 大阪ガーデンパレス　「桐楓松」
大阪市淀川区西宮原1－3－35 3/4（木）

神戸 兵庫県私学会館　4階ホール
神戸市中央区北長狭通4－3－13

2/23（火）
2/24（水）

奈良 春日野荘（公立学校共済組合　奈良宿泊所）
奈良市法蓮町757－2 3/4（木）

和歌山 和歌山県書道資料館
和歌山市西汀丁61 2/25（木）

地　区 会場及び所在地 開催日

倉吉 倉吉交流プラザ　2階第一研修室
倉吉市駄経寺町187－1 3/2（火）

松江 松江テルサ　4F中会議室
松江市朝日町478－18 3/3（水）

益田 マスダセントラルホテル
益田市あけぼの東町2－1 3/4（木）

岡山 ピュアリティまきび（公立学校共済組合　岡山宿泊所）
岡山市北区下石井2－6－41　 3/4（木）

広島 広島ガーデンパレス　「錦」
広島市東区光町1－15 3/2（火）

福山 東部総務事務所　第3庁舎8階　第381会議室
福山市三吉町1－1－1 3/3（水）

山口 翠山荘（地方職員共済組合湯田保養所）
山口市湯田温泉3－1－1 3/2（火）

周南 ホテルサンルート徳山
徳山周南市築港町8－33 3/3（水）

徳島 徳島県立男女共同参画交流センター　「フレアとくしま」研修室1
徳島市山城町東浜傍示1　アスティとくしま内 3/2（火）

高松 香川県社会福祉総合センター　7階 第2中会議室
高松市番町1－10－35 3/3（水）

松山 愛媛県生活文化センター　第1研修室
松山市北持田町139－2 2/23（火）

高知 高知城ホール　2階会議室
高知市丸ノ内2－1－10 2/25（木）

福岡 福岡ガーデンパレス　「ガーデンホール」
福岡市中央区天神4－8－15 2/23（火）

久留米 久留米学園高等学校
久留米市東町272－4 2/24（水）

北九州 美萩野女子高等学校
北九州市小倉北区片野新町1－3－1 2/25（木）

佐賀 グランデはがくれ
佐賀市天神2－1－36 3/4（木）

長崎 長崎県勤労福祉会館
長崎市桜町9－6 3/2（火）

佐世保 佐世保市労働福祉センター
佐世保市稲荷町2－28 3/3（水）

熊本 熊本県市町村自治会館
熊本市健軍2－4－10 3/3（水）

大分 大分県中小企業会館　大会議室
大分市金池町3－1－64 2/25（木）

宮崎 JA・AZMホール　202研修室
宮崎市霧島1－1－1 2/23（火）

鹿児島 マリンパレスかごしま　3Ｆマリンホール
鹿児島市与次郎2－8－8 3/2（火）

那覇 共済会館八汐荘
那覇市松尾1－6－1 3/2（火）

宮古 みつば幼稚園
宮古島市平良字下里156－1 3/3（水）

（ の東京・横浜・神戸地区は13ページの別表参照）

２月 16日（火）～３月 11日（木）全国 71会場で開催

※平成21年度第1回私学共済事務担当者連絡会は中止になりました。
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開催内容
１.長期給付財政再計算結果及び掛金率の改定
２. 短期掛金率のうち「特定保険料率に相当する掛金率」
について

３.共済過去記録の基礎年金番号への統合
４.社会保障協定について
５.各業務からのお知らせ
　（１）都道府県補助金
　（２）資格関係
　　　①資格取得・資格喪失報告書の事前受付
　　　②加入者証等の返納
　　　③ 国民年金第３号被保険者にかかる届け出について
　（３）短期給付関係
　　　①資格喪失後の給付
　　　② 柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術にかかる療

養費について
　（４）掛金関係
　　　　 掛金・児童手当拠出金にかかる延滞金の軽減措置
　（５）長期給付関係
　　　① 退職後（加入者の資格喪失後）に支給停止に関す

る手続きが必要となる場合
　　　②日本年金機構の設立
　（６）保健関係
　　　①特定健康診査・特定保健指導
　　　② ３月末退職に伴う手続き（共済定期保険、積立

共済年金、アイリスプラン）
　　　③ 任意継続加入者となった場合（共済定期保険、

積立共済年金、アイリスプラン）
　（７）貸付関係
　　　①即時償還の払込取扱票が複数枚に変更
　　　②定期償還の償還期限の変更
　　　③ 「団体信用生命保険　申込書兼告知書（だんしん

告知書）」の変更
　　　④「貸付（決定）通知書（償還明細表）」等の変更
　（８）施設関係
　　　　私学メンバーズカードのご案内
　（９）広報関係
　　　　広報誌の原稿募集

開催時間
　午後１時30分～４時　
　（注） 東京・横浜・神戸地区では２回以上に分けて学種

別に開催しますので、対象学種を確認のうえ出席
してください（別表参照）。

その他
　連絡会当日は、出席カード（会場で配付するテキスト
についています）を記入していただきますので、必ず学
校記号番号を確認のうえ出席してください。

<別表>　連絡会を2回以上開催する地区
地区 開催日 対 象 学 種

東京
2/16（火） 大学、短期大学、高専、専修学校
2/17（水） 高等学校、中学校、小学校
2/18（木） 幼稚園、特別支援学校、各種学校

横浜
2/16（火） 幼稚園を除く全学種
2/17（水） 幼稚園

神戸
2/23（火） 大学、短期大学、高等学校、中学校、小学校
2/24（水） 上記以外の全学種

地　区 会場及び所在地 開催日

札幌 札幌ガーデンパレス　2階「孔雀・白鳥」
札幌市中央区北1条西6　 3/9（火）

函館 函館経済センター　第2会議室
函館市若松町7－15 3/11（木）

旭川 道北経済センター　6階研修室
旭川市常盤通1丁目 2/23（火）

北見 北見経済センター　2の1
北見市北3条東1丁目 2/24（水）

帯広 帯広経済センター　中会議室
帯広市西3条南9丁目1 2/17（水）

釧路 釧路市生涯学習センター　学習室703
釧路市幣舞町4番28号 2/18（木）

青森 ラ・プラス青い森　2階「カメリア」
青森市中央1－11－18 2/17（水）

八戸 三八教育会館　大ホール
八戸市長根1－2－8 2/18（木）

盛岡 エスポワールいわて　大ホール
盛岡市中央通1－1－38 2/17（水）

一関 岩手日報一関ビル　2階フロア
一関市大手町3－40 2/18（木）

仙台 仙台ガーデンパレス　2階「鳳凰」
仙台市宮城野区榴岡4－1－5 2/16（火）

秋田 ふきみ会館　3階「鳳凰の間」
秋田市山王5－9－6 3/2（火）

山形 私学会館
山形市松波4－6－11 3/4（木）

酒田 天真学園高等学校
酒田市浜田1－3－47 3/3（水）

福島 福島テルサ　研修室「しのぶ」
福島市上町4－25 2/25（木）

郡山 郡山ユラックス熱海
熱海郡山市熱海町熱海2丁目148番地の2 2/24（水）

いわき いわき産業創造館　セミナー室Ａ
いわき市平字田町120番地 2/23（火）

水戸 茨城県市町村会館　201会議室
水戸市笠原町978－26 2/19（金）

宇都宮 栃木県自治会館　403会議室
宇都宮市昭和1－2－16 2/19（金）

前橋 群馬県勤労福祉センター
前橋市野中町361－2 2/19（金）

さいたま さいたま共済会館　602（第2ホール）さいたま市浦和区岸町7－5－14 2/17（水）

川越 川越地方庁舎大会議室
川越市新宿町1－1－1 2/26（金）

千葉 ホテルポートプラザちば（公立学校共済組合）
千葉市中央区千葉港8－5 2/17（水）

柏 柏商工会議所　401･402会議室
柏市東上町7－18 3/5（金）

会場・開催日一覧

平成21年度　第２回　　私学共済事務担当者連絡会私学共済事務担当者連絡会
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１　住宅貸付の借受者
　平成21年に住宅貸付を借り受けた人や、21年中に自己
の居住の用に供した人を対象に、「住宅取得資金に係る
借入金の年末残高証明書」を1月中旬に学校法人等あて送
付します。残高証明書は、確定申告により住宅借入金等
特別控除を受けるために必要となります。
　なお、残高証明書は「工事等完了届（様式第８号）」の提
出がないと発行されませんので、提出していない人は速
やかに提出してください。
　※ 　20年以前から住宅貸付を借り受け、自己の居住の

用に供していた人の残高証明書は、年末調整用とし
て、昨年10月に学校法人等あて送付しています。

　　 　また、年末調整用の残高証明書を発行した後に、
任意償還等により年末残高や償還回数に異動が生じ
た人についても、異動後の残高証明書を1月中旬に
学校法人等あて送付します。

２　任意継続加入者
　平成21年10月末以降に任意継続加入者になった人や初
めて任意継続掛金を納付した人には、社会保険料控除を
受けるための「任意継続掛金納付証明書」を1月下旬に送
付します。

３　年金受給者
　退職共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年
金、恩退年金は所得税法上、課税の対象となりますので、
これらの年金を受給している人には、「平成21年分公的
年金等の源泉徴収票」を1月中旬に送付します。
　なお、在職中などで平成21年中に年金の支払いがな
かった人へは送付していません。

　教職員が退職したときや、被扶養者が取り消しとなっ
た場合、加入者証に記載されている有効期限内でも加入
者証は無効になりますので、必ず回収し、返納理由書を
添えて本事業団に返納するようお願いします。

　私学事業団では、将来の基礎年金給付のため、加入者
の資格取得情報を日本年金機構へ提供しています。「資
格取得報告書」を本事業団へ提出する際には、基礎年金
番号を必ず確認するとともに「資格取得報告書」には、「基
礎年金番号通知書の写し」（基礎年金番号が確認できる
書類の写しでも可）を添付してください。
　20歳未満の人又は外国籍の人等で初めて公的年金制度
に加入する人は基礎年金番号を持っていないため添付は
不要です。

〒113－8441
文京区湯島１－７－５
☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校番号、加入者番号をお
手元にご用意くださるよう、お願いします。
http://www.shigakukyosai.jp/

共済業務 　共済事業本部の代表電話がつながりにくい状態に
なっており、ご迷惑をおかけしております。特に、
月曜日や午前中は電話が大変混雑しておりますので、
ご了承ください。

私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
（「月報私学」はホームページにも掲載しています）

確定申告用の書類を送付します

1月の共済業務スケジュール1月の共済業務スケジュール

2月の共済業務スケジュール2月の共済業務スケジュール

　４日（月）
貸付  送金
掛金  11月分納期限

　６日（水） 貸付  12月分定期償還期限

　８日（金） 貯金  払込期限（必着）

　15日（金） 貸付  2月2日送金申込・任意償還申出締切

　20日（水） 貯金  送金　

　22日（金） 貸付  送金

　25日（月）
貯金  払戻・解約請求締切
積立共済年金  脱退申出等締切
定期  口座・住所変更申出締切

　28日（木）
掛金  12月分掛金口座振替（自振校のみ）
貸付  1月分定期償還口座振替（自振校のみ）

　29日（金） 貸付  2月22日送金申込締切

　１日（月） 掛金  12月分納期限

　２日（火） 貸付  送金

　６日（土） 貸付  1月分定期償還期限

　10日（水） 貯金  払込期限（必着）

　15日（月） 貸付  3月2日送金申込・任意償還申出締切

「資格取得報告書」提出時に、基礎年金
番号通知書の写しを添付してください

無効の加入者証回収と返納のお願い

　年金者向広報「共済だより」を年金者あてに1月中旬
に送付します。学校法人等あてには事務担当者用と
して1部を「レター」1月号に同封して1月上旬に送付
します。
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I N F O R M A T I O N

　私学事業団では、私立学校の施設設備の整備に要する
資金その他経営に必要な資金について、長期・固定の貸
付事業を行っています。
　この事業に要する資金の一部として、21年12月に「第
９回私学振興債券」（10年債）を80億円発行しました。
　格付はAA（株式会社格付投資情報センター）を取得
しています。
　　　　　　　　　　　財務部　経理第一課
　　　　　　　　　　　☎03（3230）7273・7274
　　　　　　　　　　　Eメール　keiri1@shigaku.go.jp

　平成21年度私立大学等経常費補助金の第一次交付につ
いては、本誌12月号でお知らせしましたが、交付決定後に
１法人より申請の取り下げがありました。したがって、第
一次交付は、607法人854校に対し、1,261億735万6,000円
となりました。

　　　　　　　　　助成部　補助金課
　　　　　　　　　☎03（3230）7300 ～ 7311
　　　　　　　　　Ｅメール　hojokin@shigaku.go.jp

　私学事業団九段事務所１階の「私学情報資料室」では大
学、短期大学法人等の規程集、自己点検・評価報告書、
学校案内など私立学校の図書資料を収集整理し、私学関
係者の閲覧利用に供しています。
　規程集については、調べたい規程を名称により検索す
ることも可能です。制度等の見直しや規程改正をお考え
の際、ぜひご利用ください。
　　　　　　　　　私学経営情報センター　私学情報室
　　　　　　　　　☎ 03（3230）7848・7849
　　　　　　　　　Ｅメール　center@shigaku.go.jp

〒102－8145
千代田区富士見１－10－12
☎ 03（3230）1321（代表）
http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm

助成業務

第9回私学振興債券を発行しました 平成21年度私立大学等経常費補助金
第一次交付

「私学情報資料室」のご案内

第 9回私学振興債券の概要

債券の総額 金80億円

各債券の金額 1,000万円

社債、株式等
の振替に関す
る法律の適用

本債券は、社債、株式等の振替に関
する法律（平成13年法律第75号、そ
の後の改正含む。）の規定の適用を受
けるものとする。

利 率 年1.344％

発 行 価 額 各債券の金額100円につき金100円

償 還 金 額 各債券の金額100円につき金100円

期 限 10年（平成31年9月25日償還）

利 払 期 日 3月、9月の各25日

募 集 期 間 平成21年12月10日（木）

払 込 期 日 平成21年12月24日（木）

担 保 一般担保
本債券の債権者は、日本私立学校振
興・共済事業団法（平成9年法律第48
号、その後の改正含む。）により日本
私立学校振興･共済事業団の財産につ
いて他の債権者に先立って自己の債
権の弁済を受ける権利を有する。た
だし、当該先取特権の順位は、民法
の規定による一般の先取特権に次ぐ
ものとする。

引 受 会 社 三菱UFJ証券株式会社及び野村證券
株式会社

受 託 会 社 株式会社三井住友銀行

区　　分 法人数 学校数 当初予算額 交付決定額
（資金交付額）

大　　学 法人
495

校
531

千円
―

千円
115,503,434

短期大学 111 320 ― 10,344,336
高等専門学校 1 3 ― 259,586
合　　計 607 854 321,782,000 126,107,356

　謹んで新春のお喜びを申し上げます。
　旧年中は本誌をご愛読いただき、誠にあ
りがとうございました。
　本年も皆様のご期待に沿えるよう、より
よい広報誌づくりを目指して参ります。
　何卒ご支援のほどお願い申し上げます。

編　集
だより
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融資事業のご案内融資事業のご案内
平成22年度融資のご相談、お待ちしています！

ご相談はお早目にどうぞ 問い合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～ 7867
Ｅメール yushi@shigaku.go.jp

※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧費、公害対策費等が対象となります。

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置2年）

10年以内
（据置年数含む）

6年以内
（据置年数含む）

校（園）舎、体育館、講堂、
遊戯室等の建築事業等並び
に校（園）地の買収事業等
（一般施設費）

年％

1.8
年％

1.2
年％

1.0

寄宿舎、国際交流会館、セ
ミナーハウス等の建築事業
並びに当該施設建築のため
の土地買収事業等
（特別施設費）

1.9 1.3 ―

校教具、通園バス等
※幼稚園、特別支援学校、
専修学校が対象
（教育環境整備費）

― ―
5年6か月以内

（うち据置6か月）

0.7
大型設備・情報技術整備等
（教育環境整備費） ― 1.2 ―

融資金利表 (平成22年1月1日現在）

私学事業団融資は、
長期借入・固定金利・元金据置（最大２年間）・
元金均等返済です。

月報私学　1月号（VOL．145）平成22年1月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145 東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7810・7811 （企画室）
 （禁無断転載）

校舎、園舎等の施設の建築
（改修も含みます）

校地、園地の購入
機器備品の購入

施設整備をご計画なら、
「安心で安定感ある」事業団資金のご利用を
検討されてはいかがでしょうか。

東北芸術工科大学水上能楽堂「伝統館」公演風景
（上）狂言『蝸牛』〈山伏：山本則俊、太郎冠者：山本則秀、後見：若松隆〉/（右下）東北芸術工科大学「太悳」学生組
日本文化の源流－縄文の大地－で芸術する心を持った若者たちを育てたいという本学の志を、「伝統館」
と向き合って感じて欲しいとの想いで開学10周年記念事業の一つとして建設しました。

今 月 の 表 紙

〒460-0003  名古屋市中区錦3-11-13　☎052（957）1022
JR「名古屋」駅から地下鉄で「栄」駅下車、徒歩5分。
http://www.hotelgp-nagoya.com

名古屋の文化・歴史に触れる「名古屋開府４００年祭」

インターネットで宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/

平成22年度融資のご希望については、
2月下旬から3月上旬頃に照会予定です。

名古屋城 名古屋コーチン

　名古屋のまちは、徳川家康による1610年（慶長15年）の名古屋城築城と清須からの町ぐるみの移
転（いわゆる清須越）に始まり、今年で開府400年を迎えました。この記念すべき年に「名古屋開府
400年祭」が開催されます。この機会にぜひお越しください。

ひつまぶし 味噌煮込みうどん

1泊2食　1名様 9,300円

名古屋三大名物宿泊プラン
夕食は、名古屋の名物料理3種類「名古屋コーチン」、「ひつまぶし」、
「味噌煮込みうどん」を御膳にしてご用意しました。お好きなものを
お選びください。
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